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ご
み
処
理
施
設
整
備
基
本
構
想
･

新
ご
み
処
理
施
設
整
備
基
本
設
計
の
策
定
に
つ
い
て

　

大
里
広
域
市
町
村
圏
組
合
で
は
、ご
み
焼
却

施
設
の
老
朽
化
に
伴
い
、新
た
な
施
設
の
整
備

に
向
け
て
、大
里
広
域
市
町
村
圏
組
合
ご
み
処

理
施
設
整
備
基
本
構
想
お
よ
び
新
ご
み
処
理
施

設
整
備
基
本
設
計
を
策
定
し
ま
し
た
。内
容
に

つ
い
て
は
大
里
広
域
市
町
村
圏
組
合
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問 

大
里
広
域
市
町
村
圏
組
合
建
設
準
備
課

　
（
熊
谷
市
西
別
府
5
8
3
―

1
、
5

 

3

 
2
 ･ 

　
6
6
3
1
）

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
！

全
血
献
血（
4
0
0
㎖·2
0
0
㎖
）

日 

8
月
16
日
㈫
午
前
9
時
30
分
～
11
時
45
分
、

午
後
1
時
～
4
時

場
役
場
1
階
ロ
ビ
ー

持 

献
血
カ
ー
ド
、初
め
て
の
方
は
本
人
確
認
が

で
き
る
も
の

問
生
活
環
境
エ
コ
タ
ウ
ン
課（

内
線
2
2
1
）

労
使
ト
ラ
ブ
ル　

円
満
な
解
決
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す

　
「
解
雇
･
雇
止
め
」、「
労
働
条
件
の
見
直
し
」、

「
パ
ワ
ハ
ラ
」な
ど
労
働
者
と
会
社
の
ト
ラ
ブ
ル

で
お
困
り
の
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。県
労
働

委
員
会
が
中
立
･
公
正
な
立
場
で
あ
っ
せ
ん
を

行
い
、ト
ラ
ブ
ル
解
決
を
お
手
伝
い
し
ま
す
。手

続
き
は
簡
単
･
無
料
、秘
密
厳
守
で
す
。ど
う
ぞ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　
（

0
4
8
･
8
3
0
･
6
4
5
2
）

令
和
４
年
度
敬
老
会

中
止
の
お
知
ら
せ

　
例
年
9
月
に
各
地
区
で
開
催
し
て
い
る
敬
老

会
は
、参
加
者
の
皆
さ
ん
の
健
康
と
安
全
を
最

優
先
に
考
え
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
防
止
の
た
め
中
止
と
し
ま
す
。

　
な
お
、90
歳
以
上
の
方
に
は
壽じ

ゅ
し詞（

満
90
歳
の

方
に
は
額
付
き
）を
お
配
り
し
ま
す
。

問
中
央
公
民
館（

5
8
1
･
2
6
6
2
）

軽
減
判
定
の
た
め
の

所
得
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
！

　
国
民
健
康
保
険（
国
保
）税
は
、世
帯
主
と
国

保
加
入
者
全
員
の
前
年
中
の
合
計
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
に
、均
等
割
･
平
等
割
が
7
割
、

5
割
ま
た
は
2
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。軽
減
判
定

の
た
め
に
は
、所
得
の
な
い
方
や
扶
養
と
な
っ

て
い
る
方
で
あ
っ
て
も
、16
歳
以
上（
4
月
1

日
現
在
）の
国
保
加
入
者
全
員
の
所
得
の
申
告

が
必
要
で
す
。こ
れ
ま
で
軽
減
制
度
の
該
当
世

帯
で
あ
っ
た
場
合
で
も
、世
帯
の
中
に
申
告
を

行
っ
て
い
な
い
方
が
い
る
と
、軽
減
の
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

確
定
申
告
書
、町・県
民
税
申
告
書
、給
与
や

年
金
の
支
払
報
告
書
等
で
所
得
を
確
認
で
き
な

い
未
申
告
の
方
が
い
て
、か
つ
軽
減
に
該
当
す

る
見
込
み
の
あ
る
世
帯
に
は
、8
月
中
旬
に
世

帯
主
宛
て
に
必
要
書
類
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
税
務
課（

内
線
1
5
4
～
1
5
6
）

国
家
公
務
員
を
募
集
し
ま
す
！

国
税
庁
経
験
者（
国
税
調
査
官
級
）

　

国
税
局
や
税
務
署
で
、税
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス

ト
と
し
て
働
く
職
員（
国
家
公
務
員
）を
募
集
し

ま
す
。

対 

令
和
4
年
4
月
1
日
に
お
い
て
大
学
等（
短

期
大
学
を
除
く
）を
卒
業
し
た
日
、ま
た
は
大

学
院
の
課
程
等
を
修
了
し
た
日
の
う
ち
最
も

古
い
日
か
ら
起
算
し
て
8
年
を
経
過
し
た
者

第
1
次
試
験
／
10
月
2
日
㈰

申 

8
月
15
日
㈪［
受
信
有
効
］ま
で
に
原
則
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

人
事
院
人
材
局
試
験
課

（

0
3
･
3
5
8
1
･
5
3
1
1
内
線
2
3
3
3
）

そ
れ
以
外
の
問
い
合
わ
せ

関
東
信
越
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験
係

（

0
4
8
･
6
0
0
･
3
2
9
0
内
線
2
0
9
7
）

国
営
武
蔵
丘
陵
森
林
公
園

真
夏
の
公
園
の
ご
案
内

　
夏
休
み
は
早
朝
開
園
を
実
施
し
ま
す
。涼
し

い
朝
の
時
間
帯
に
公
園
散
策
や
サ
イ
ク
リ
ン
グ

な
ど
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。ま
た
、鮮
や
か
な

コ
リ
ウ
ス
ガ
ー
デ
ン
も
お
す
す
め
で
す
。こ
も

れ
び
の
下
に
広
が
る
森
林
公
園
な
ら
で
は
の
景

観
を
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

早
朝
開
園

日
8
月
6
日
㈯
～
14
日
㈰
午
前
7
時
～

　
（
雨
天
中
止
）

※
入
園
･
駐
車
場
は
西
口
･
中
央
口
の
み

開
園
時
間
／
午
前
9
時
30
分
～
午
後
5
時

費 

大
人（
高
校
生
以
上
）4
5
0
円
、シ
ル
バ
ー

（
65
歳
以
上
）2
1
0
円
、中
学
生
以
下
無
料

※
駐
車
料
金
別
途（
普
通
車
6
5
0
円
／
1
日
）

問 

国
営
武
蔵
丘
陵
森
林
公
園
管
理
セ
ン
タ
ー

（

0
4
9
3
･
5
7
･
2
1
1
1
）

よりいジョブセンター

働きたい皆さんを応援します！
お気軽にご利用ください。

▶相談日　月～金曜日（祝日を除く）
▶時　間　午前9時～午後5時
▶場　所　役場2階
▶相談内容
　①職業相談・職業紹介
　②内職相談（火・金曜日実施）
　③障害者を対象とした就労支援
　※②、③は、町内在住の方が対象

よりいジョブセンター（ 586·1331）

8月の納期

　▶町・県民税　　 　　　第2期
　▶国民健康保険税　　　第2期

納期限  8 月 31 日㈬
納期限内の納付をお願いします。

※ バーコードが印字された納付書は､コン
ビニエンスストアやスマートフォン決済
アプリでも納付できます。

※ 町税の納付は､安心･便利な口座振替を
ご利用ください｡

税務課（ 内線151·152）

総務課　 内線314

広報よりいや寄居議会だよりがスマ
ホで読める！ 寄居町をもっと身近に感
じるアプリ「マチイロ」をご活用くだ
さい。最新号はもちろん、バックナン
バーも閲覧できます。

ＱＲコードから
ダウンロード！

人事院　採用情報
ＮＡＶＩ詳しくは

コチラ

たった一本のシートベルトが命を守る
全席シートベルトの着用を！ 8月は食品衛生月間です！

　シートベルトの着用は運転席、助手席はもちろん後
部座席も法令により着用が義務付けられています。後
部座席のシートベルトの着用は、平成20年の『道路交
通法』の改正により義務付けられ、高速道路における
違反に対しては、運転者に1点の違反点数が付されます
（※着用の除外規定あり）。後部座席のシートベルト着
用義務は高速道路のみと思いがちですが、一般道でも
着用義務があります。
　シートベルトの非着用は、交通事故発生時に「車内
で全身を強打する」､「車外に放り出される」､「シート
ベルトをしていない後席の人が前席に衝突し、前席の
人が被害を受ける」などの恐れがあります。
　また、6歳未満の幼児は、チャイルドシートやジュニ
アシートを着用していないと違反となります（※着用の
除外規定あり）。
　お子さんの体に合った装置を正しく着用し、大切な
命を守りましょう。

問寄居警察署交通課( 581･0110)

　厚生労働省では、食品衛生について理解と関心を深
めるため、毎年8月を｢食品衛生月間｣と定めています。
食品衛生について正しい知識を持ち、食中毒を予防し
ましょう。
○お肉はよく焼きましょう

食肉は、新鮮であっても生焼けの場合、食中毒を起こ
すことがあります。中心部の色が変わるまで、しっかり
と加熱しましょう。ハンバーグなどのひき肉料理は、肉
汁の色が透明になることも加熱の目安です。また、生肉
に使った箸・トングは細菌がついている可能性がありま
す。食べるときは、別の清潔な箸を使いましょう。

○テイクアウト・デリバリー利用時のポイント
テイクアウトやデリバリーで購入した商品は早めに
食べましょう。すぐに食べない場合は、保冷バッグ･
保冷剤を使って持ち歩く、冷蔵庫で保管するなど、
食品の温度管理に注意しましょう。

○有害植物･毒きのこに要注意
毎年、野草や野生のきのこを採取し、食べたことに
よる食中毒が全国で発生しています。特に9月から11
月にかけて多く発生しています。食用だと確実に判
断できない野草･きのこは｢採らない･食べない･売らな
い･人にあげない｣を徹底しましょう。また、家庭菜園
や畑などで、野菜と観葉植物を一緒に栽培するのは
やめましょう。

問健康づくり課( 内線211･212）

日時日 場所場 対象対 定員定 持ち物持 内容内 費用費 申し込み申 その他他 問い合わせ問
電話 メールHPホームページFAX ファックス

おしらせおしらせ版

0120･048･392寄居町防災行政無線テレホンサービス581･2121（代表）寄居町役場


